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 佐賀県規則第30号 

   佐賀県福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則 

 佐賀県福祉のまちづくり条例施行規則（平成10年佐賀県規則第51号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

 第１ 建築物に関する整備基準  第１ 建築物に関する整備基準 

公共的部分 整備基準 

１～６ 略 

７ 敷地内の通

路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)～(3) 略 

(4) 直接地上へ通ずる１の項に定める構造

の各出入口から当該公共的施設の敷地の接

する道若しくは空地（建築基準法第43条第

１項ただし書に規定する空地に限る。以下

これらを「道等」という。）（地形の特殊性

により当該構造とすることが著しく困難で

あり、かつ、直接地上へ通ずる１の項に定

める構造の出入口から道等に至る車路を設

ける場合においては、当該建築物の車寄

せ）又は車いす使用者用駐車施設に至る敷

地内の通路のうち、それぞれ１以上の敷地

内の通路は、次に定める構造とすること。

ただし、地形の特殊性により当該構造とす

ることが著しく困難であり、かつ、直接地

上へ通ずる１の項に定める構造の出入口か

ら道等に至る車路を設ける場合における当

該出入口から道等に至る敷地内の通路につ

いては、この限りでない。 

公共的部分 整備基準 

１～６ 略 

７ 敷地内の通

路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)～(3) 略 

(4) 直接地上へ通ずる１の項に定める構造

の各出入口から当該公共的施設の敷地の接

する道若しくは空地（建築基準法第43条第

２項第２号に規定する空地に限る。以下こ

れらを「道等」という。）（地形の特殊性に

より当該構造とすることが著しく困難であ

り、かつ、直接地上へ通ずる１の項に定め

る構造の出入口から道等に至る車路を設け

る場合においては、当該建築物の車寄せ）

又は車いす使用者用駐車施設に至る敷地内

の通路のうち、それぞれ１以上の敷地内の

通路は、次に定める構造とすること。ただ

し、地形の特殊性により当該構造とするこ

とが著しく困難であり、かつ、直接地上へ

通ずる１の項に定める構造の出入口から道

等に至る車路を設ける場合における当該出

入口から道等に至る敷地内の通路について

は、この限りでない。 
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改正前 改正後 

  ア～オ 略 

(5)・(6) 略  

８～18 略 
 

 ア～オ 略 

(5)・(6) 略  

８～18 略 
 

 第２～第５ 略  第２～第５ 略 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


